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都市計画区域の整備、開発及び保全の方針について

新・宮城の将来ビジョン 宮城県土地利用基本計画

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
（都市計画区域マスタープラン）（都市計画法第６条の２）

市町村の都市計画に関する基本的な方針
（市町村都市計画マスタープラン）（都市計画法第１８条の２）

立地適正化計画
（都市再生特別措置法第８１条）

個々の都市計画 都市計画事業

市町村の建設に関する基本構想（都市計画法第１８条の２）

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の位置付け２
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都市計画区域の整備、開発及び保全の方針について

１ 都市計画の目標
・都市づくりの基本理念

・人口の現況及び将来の見通し
・産業規模の現況及び将来の見通し

２ 区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針
・区域区分の要否の判断
・区域区分を定める場合の方針

３ 主要な都市計画の決定の方針
・土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針
・都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針
・市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針
・自然的環境の整備又は保全に関する主要な都市計画の決定の方針
・防災に関する都市計画の決定の方針

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の構成３

3


